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(57)【要約】
【課題】カメラの底面に取り付けられたまま、カメラに
対する電池の挿抜を容易に行えるカメラアクセサリを提
供する。
【解決手段】カメラアクセサリ２００は、カメラ１００
の底面に着脱可能に取り付けられる。カメラアクセサリ
は、アクセサリ本体２０１と、アクセサリ本体をカメラ
の底面に取り付けるための締結部材２０２と、アクセサ
リ本体がカメラの底面に取り付けられた状態においてカ
メラに対する電池の挿抜を可能とする開口部２０１ａと
、アクセサリ本体に、開口部を開ける開位置と開口部を
閉じる閉位置との間で移動可能に取り付けられたアクセ
サリ蓋部材２０３とを有することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラの底面に着脱可能に取り付けられるカメラアクセサリであって、
　アクセサリ本体と、
　前記アクセサリ本体を前記底面に取り付けるための締結部材と、
　前記アクセサリ本体が前記底面に取り付けられた状態において前記カメラに対する電池
の挿抜を可能とする開口部と、
　前記アクセサリ本体に、前記開口部を開ける開位置と前記開口部を閉じる閉位置との間
で移動可能に取り付けられたアクセサリ蓋部材とを有することを特徴とするカメラアクセ
サリ。
【請求項２】
　前記カメラの前記底面には前記電池を挿抜するための挿抜口が設けられており、
　前記アクセサリ本体は、前記挿抜口を開閉するカメラ蓋部材が取り外された前記カメラ
に対して取り付けられることを特徴とする請求項１に記載のカメラアクセサリ。
【請求項３】
　前記締結部材は、前記アクセサリ本体を三脚に固定するための三脚用締結部を有するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載のカメラアクセサリ。
【請求項４】
　前記アクセサリ本体は、前記底面に取り付けられた状態において前記カメラの被写体側
に設けられたカメラグリップ部から延びるグリップ延長部を有し、
　前記アクセサリ本体における前記グリップ延長部とは反対側の背面部に、前記アクセサ
リ蓋部材との割り線が設けられていることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に
記載のカメラアクセサリ。
【請求項５】
　前記カメラは、該カメラへの前記電池の装填を検出するために設けられた電池装填検出
部材を有し、
　前記アクセサリ蓋部材は、前記閉位置において前記電池装填検出部材に前記電池の装填
を検出させるように接触する接触部を有することを特徴とする請求項１から４のいずれか
一項に記載のカメラアクセサリ。
【請求項６】
　前記カメラは、該カメラに挿入された前記電池を保持する保持位置と該保持を解除する
解除位置とに移動可能な電池保持部材を有し、
　前記アクセサリ蓋部材は、前記閉位置において前記電池保持部材の前記保持位置から前
記解除位置への移動を制限するストッパ部を有することを特徴とする請求項１から５のい
ずれか一項に記載のカメラアクセサリ。
【請求項７】
　前記開口部は、前記カメラに対するメディアの挿抜を可能とするように設けられている
ことを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載のカメラアクセサリ。
【請求項８】
　前記アクセサリ本体の前記背面部に凸部が設けられており、
　該凸部は、前記カメラの外装部材における前記底面側の端部の外面に対向することを特
徴とする請求項４に記載のカメラアクセサリ。
【請求項９】
　前記凸部は、前記カメラにおいて可動背面モニタの可動域外に設けられていることを特
徴とする請求項８に記載のカメラアクセサリ。
【請求項１０】
　電池の挿抜が可能な挿抜口を底面に有するカメラであって、
　請求項１から９のいずれか一項に記載のカメラアクセサリが前記底面に着脱可能に取り
付けられることを特徴とするカメラ。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラに着脱可能に取り付けられるカメラアクセサリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラの小型化に伴い、手が大きいユーザに対して、カメラのホールド性を向上させる
ための撮像アクセサリとしてカメラに取り付けられる補助グリップが提供されている。特
許文献１には、カメラのグリップ部に着脱可能に取り付けられる補助グリップが開示され
ている。また、カメラをホールドしたユーザの手の小指や薬指が掛かる部位を確保してホ
ールド性を向上させるために、カメラの底面に、カメラの高さ方向の寸法を延長するよう
に取り付けられる補助グリップ（以下、延長グリップという）も提供されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３２８４２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、カメラに対してその底面側にて電池を挿抜しようとする際にカメラに延
長グリップが取り付けられていると、まず延長グリップをカメラから取り外し、その後に
カメラの底面の蓋部材を開ける必要があり、ユーザにとって煩わしい。
【０００５】
　本発明は、カメラの底面に取り付けられたまま、カメラに対する電池の挿抜を容易に行
うことができるようにしたカメラアクセサリを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一側面としてのカメラアクセサリは、カメラの底面に着脱可能に取り付けられ
る。該カメラアクセサリは、アクセサリ本体と、アクセサリ本体をカメラの底面に取り付
けるための締結部材と、アクセサリ本体がカメラの底面に取り付けられた状態においてカ
メラに対する電池の挿抜を可能とする開口部と、アクセサリ本体に、開口部を開ける開位
置と開口部を閉じる閉位置との間で移動可能に取り付けられたアクセサリ蓋部材とを有す
ることを特徴とする。
【０００７】
　なお、上記カメラアクセサリが取り付けられたカメラも、本発明の他の一側面を構成す
る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、カメラアクセサリをカメラの底面に取り付けたままでも、アクセサリ
蓋部材を明けることで、カメラに対する電池の挿抜を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施例である延長グリップの分解斜視図。
【図２】実施例の延長グリップの正面斜視図、背面斜視図および下面図。
【図３】実施例の延長グリップが取り付けられたカメラの正面斜視図および背面斜視図。
【図４】カメラからのカメラ蓋部材の取り外しを示す図。
【図５】実施例の延長グリップとカメラの正面斜視図および背面斜視図。
【図６】実施例におけるグリップ蓋部材のロック状態を示す図。
【図７】グリップ蓋部材のつまみ部材を引き起こした状態を示す図。
【図８】グリップ蓋部材のロック解除状態を示す図。
【図９】開位置にあるグリップ蓋部材を示す図。
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【図１０】グリップ蓋部材の回動ロック部材を示す図。
【図１１】閉位置にあるグリップ蓋部材と電池装填検出スイッチとの関係を示す図。
【図１２】開位置にあるグリップ蓋部材と電池装填検出スイッチとの関係を示す図。
【図１３】閉位置にあるグリップ蓋部材による電池保持部材の保持状態を示す図。
【図１４】開位置にあるグリップ蓋部材による電池保持部材の保持解除状態を示す図。
【図１５】実施例の延長グリップに設けられた凸部を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
【００１１】
　図１～図３を用いて、本発明の実施例であるカメラアクセサリとしての延長グリップ２
００の構成について説明する。延長グリップ２００は、後述するカメラ（本実施例ではレ
ンズ交換式撮像装置としてのカメラ本体）の底面に着脱可能に取り付けられる。
【００１２】
　図１は、延長グリップ２００を分解して示している。図２（ａ）は正面側斜めから見た
延長グリップ２００を示し、図２（ｂ）は背面側斜めから見た延長グリップ２００を示し
ている。図２（ｃ）は、底面側から見た延長グリップを示している。また、図３（ａ），
（ｂ）はそれぞれ、延長グリップ２００が取り付けられたカメラ１００を正面側斜めおよ
び背面側斜めから見て示している。
【００１３】
　これらの図において、＋ｙ方向および－ｙ方向はそれぞれ上側および下側を示し、＋ｚ
方向および－ｚ方向はそれぞれ被写体側（前面側）および背面側を示す。また、＋ｘ方向
および－ｘ方向はそれぞれ、背面側から見たときの右側および左側を示す。
【００１４】
　延長グリップ２００は、アクセサリ本体としてのグリップ筐体２０１、締結部材２０２
およびアクセサリ蓋部材としてのグリップ蓋部材２０３を含む。
【００１５】
　グリップ筐体２０１には、筐体カバー２１０、板金部品２１１、位置決めピン２１２お
よびラバー部品２１３，２１４が取り付けられている。板金部材２１１は、グリップ筐体
２０１の上面に取り付けられてグリップ筐体２０１の強度を固める。より詳しくは、板金
部品２１１は、グリップ筐体２０１の最上面となる筐体カバー２１０と共にビスにより＋
ｙ方向から共締めされ、グリップ筐体２０１と筐体カバー２１０との間に挟持される。
【００１６】
　位置決めピン２１２は、延長グリップ２００（グリップ筐体２０１）とカメラ１００と
の位置関係を決めるための部品であり、グリップ筐体２０１と筐体カバー２１０との間に
挟持されている。
【００１７】
　グリップ筐体２０１および筐体カバー２１０は樹脂（ポリカーボネート等）の成形によ
り作製されている。ただし、アルミ等の金属からの削り出しにより作製されてもよい。板
金部品２１１および位置決めピン２１２は、ＳＵＳ等の金属のプレス加工や切削加工によ
り作製されている。
【００１８】
　ラバー部品２１３，２１４は、延長グリップ２００が取り付けられたカメラ１００をユ
ーザが手で把持（ホールド）する際に、手の一部が掛かる箇所に不図示の両面テープ等を
用いて貼り付けられている。ラバー部品２１３，２１４はクッション性を有し、カメラ１
００をホールドしたときの感触を良好にしている。
【００１９】
　図３（ａ）において、カメラ１００はその前面右側にカメラグリップ部１０１を有し、
延長グリップ２００は、カメラグリップ部１０１から下方に延びるグリップ延長部２０４
を有する。グリップ延長部２０４は、延長グリップ２００が取り付けられたカメラ１００
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をユーザが手でホールドする際に、手の一部（主に薬指や小指）が掛かる部位となる。す
なわち、カメラ１００に延長グリップ２００が取り付けられることで、カメラグリップ部
１０１の－ｙ方向にグリップ延長部２０４が加わる結果、ユーザが手でホールド可能なグ
リップ部が延長される。
【００２０】
　締結部材２０２は、第１の締結部２２０、第２の締結部２２１、締結ベース部材２２２
およびキャップ２２３により構成され、グリップ筐体２０１に±ｙ方向に延びる軸回りで
回転可能に保持される。締結部材２０２は、延長グリップ２００（グリップ筐体２０１）
をカメラ１００に取り付けるための部品である。
【００２１】
　第１の締結部２２０と第２の締結部２２１はそれぞれ、１つの金属部品の外周と内周に
同軸に設けられた雄ねじと雌ねじである。第１の締結部２２０は、カメラ１００の底面に
設けられた三脚用雌ねじ部（三脚用締結部：これについては後述する）に締め込むことが
できる。これにより、延長グリップ２００がカメラ１００の底面に取り付けられる。また
、第２の締結部２２１には、不図示の三脚の座面（三脚座）に設けられた雄ねじ部を締め
込むことができる。これにより、延長グリップ２００とこれが取り付けられたカメラ１０
０が三脚に固定される。
【００２２】
　第１の締結部２２０を有する締結部材２０２に第２の締結部２２１も設けることで、三
脚に固定するための締結部材を別に設ける必要がなくなり、部品点数を削減することがで
きる。
【００２３】
　第１の締結部２２０と第２の締結部２２１が設けられた金属部品の外周部には締結ベー
ス部材２２２が二色成形等によって設けられている。締結ベース部材２２２には、これを
覆うように外観部品としてのキャップ２２３がビスにより＋ｙ方向から取り付けられる。
【００２４】
　なお、第１の締結部２２０、第２の締結部２２１、締結ベース部材２２２およびキャッ
プ２２３は、金属により一体に作製されてもよい。締結部材２０２は、カメラ１００の正
面および背面のいずれからも回転操作が可能である。
【００２５】
　グリップ蓋部材２０３は、蓋ベース部材２３０、蓋カバー２３１、蓋取付け軸２３８、
開きばね２３９、防滴部材２４０および蓋ロック部２０５を有する。グリップ蓋部材２０
３は、±ｚ方向に延びる蓋取付け軸２３８を回動中心として、グリップ筐体２０１に形成
された開口部２０１ａを開く開位置と開口部２０１ａを閉じる閉位置との間で回動可能（
移動可能）にグリップ筐体２０１に取り付けられる。開口部２０１ａは、延長グリップ２
００がカメラ１００の底面に取り付けられた状態において、カメラ１００の底面に設けら
れた開口（挿抜口）を通してカメラ１００内の電池室に対して電池やメディアを挿抜でき
るように設けられている。
【００２６】
　蓋ベース部材２３０は、蓋ベース部材２３０に設けられた穴部とグリップ筐体２０１に
設けられた穴部とに蓋取付け軸２３８を通すことで、グリップ筐体２０１に回動可能に取
り付けられる。
【００２７】
　蓋ベース部材２３０の上面（内面）には、これを覆うように蓋カバー２３１がビスによ
り取り付けられる。蓋カバー２３１の外面には、押圧部（接触部）２３２とストッパ部２
３３とが設けられている。グリップ蓋部材２０３が閉位置にある状態で、押圧部２３２は
、カメラ１００に設けられた電源検出部材１０８に接触してこれを押圧する。また、スト
ッパ部２３３は、カメラ１００の電池室に収納された電池を保持するように電池室内に設
けられた電池保持部材（これについては後述する）を係止する。蓋ベース部材２３０およ
び蓋カバー２３１は樹脂（ポリカーボネート等）の成形により作製されている。
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【００２８】
　図１に示すように、グリップ筐体２０１における開口部２０１ａを囲むフレーム部のう
ちグリップ延長部２０４とは反対側の背面部２０１ｂは、前面部および側面部よりも＋ｙ
方向に切り欠かれた形状を有する。以下、この部分を切り欠き部２０１ｂともいう。一方
、蓋ベース部材２３０の背面部２３０ａは、前面部および側面部よりも＋ｙ方向に突出し
た形状を有する。以下、この部分を突出部２３０ａともいう。突出部２３０ａは、その形
状が切り欠き部２０１ｂの形状に合うように形成されている。グリップ蓋部材２０３が閉
位置に閉じた状態では、図２（ｂ）に示すように、切り欠き部２０１ｂと突出部２３０ａ
の端同士が対向してこれらの境界である割り線３００が形成される。グリップ筐体２０１
に切り欠き部２０１ｂを設けた理由については後述する。
【００２９】
　蓋ロック部２０５は、回動ロック部材２３４、台座２３５、つまみ部材２３６およびつ
まみ軸２３７により構成されている。つまみ部材２３６は、ｘ方向に延びるつまみ軸２３
７を台座２３５との間に挿入することで台座２３５に対して回動可能に取り付けられる。
【００３０】
　回動ロック部材２３４は、台座２３５との間に蓋ベース２３０部材を挟持するように配
置され、ビスにより＋ｙ方向から台座２３５に結合される。回動ロック部材２３４は、台
座２３５に取り付けられたつまみ部材２３６が±ｙ方向に延びる軸回りで回転操作される
ことで、ロック位置とロック解除位置に回転可能である。グリップ蓋部材２０３が閉位置
に閉じられた状態において、ロック位置にある回動ロック部材２３４はグリップ筐体２０
１に形成されたロック係止穴部２１６に係合する。これにより、グリップ蓋部材２０３が
閉位置に係止される。また、回動ロック部材２３４は、ロック解除位置ではロック係止穴
部２１６から外れる。これにより、グリップ蓋部材２０３が閉位置から開位置に回動可能
となる。
【００３１】
　開きばね２３９は、ねじりコイルばねであり、コイル部が蓋取付け軸２３８の外周に配
置され、２本の腕部のうち一方はグリップ筐体２０１当接し、他方は蓋ベース部材２３０
に当接している。これにより、回動ロック部材２３４がロック解除位置にあるとき、グリ
ップ蓋部材２０３は開きばね２３９ の付勢力によってグリップ筐体２０１に対して開位
置に向けて回動される。
【００３２】
　回動ロック部材２３４、台座２３５およびつまみ部材２３６は、樹脂（ポリカーボネー
トやポリアセタール等）の成形により作製されている。また、蓋取付け軸２３８は、ＳＵ
Ｓ等の金属のプレス加工または切削加工により作製されている。
【００３３】
　防滴部材２４０は、ウレタン発泡体等の緩衝材であり、不図示の両面テープ等で蓋ベー
ス部材２３０に貼り付けられている。防滴部材２４０は、グリップ蓋部材２０３が閉位置
にあるときにグリップ筐体２０１と蓋ベース部材２３０との間で押圧されて潰れることで
、それらの間を密閉する。これにより、カメラ本体１００内に収納される電池およびメデ
ィアの周辺の防滴性能を向上させる。
【００３４】
　次に、図４および図５を用いて、延長グリップ２００をカメラ１００に取り付ける手順
について説明する。図４（ａ）は、底面側から見たカメラ１００の蓋部材（以下、カメラ
蓋部材という）１１０が開位置にある状態を示している。延長グリップ２００の開口部２
０１ａの奥には、カメラ１００の底面の挿抜口１３０を通して、カメラ１００内の電池室
およびメディアスロットのそれぞれに挿入された電池１０４とメディア１０５が見えてい
る。メディア１０５は、カメラ１００による撮像によって得られた画像データを記録する
。
【００３５】
　図４（ｂ）は、カメラ蓋部材１１０をカメラ１００から取り外す様子を示している。図
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４（ｃ）は、カメラ蓋部材１１０が取り外されたカメラ１００を示している。図５（ａ）
，（ｂ）はそれぞれ、正面側斜めおよび背面側斜めから見たカメラ１００と延長グリップ
２００を示している。
【００３６】
　グリップ筐体２０１をカメラ１００の底面に取り付ける際には、まずカメラ蓋部材１１
０をカメラ１００から取り外す必要がある。カメラ蓋部材１１０が開位置にある状態にて
、ユーザが取外しレバー１１１を＋ｚ方向に引く操作を行うことで（図４（ａ））、カメ
ラ蓋部材１１０をカメラ１００に取り付けていた不図示の軸部材がカメラ蓋部材１１０内
に退避する（図４（ｂ））。これにより、カメラ蓋部材１１０をカメラ１００から取り外
すことができる（図４（ｃ））。
【００３７】
　カメラ１００の底面には、前述した三脚用雌ねじ部１１３とグリップ位置決め穴部１１
２とが設けられている。三脚用雌ねじ部１１３には、三脚座に設けられた雄ねじ部や延長
グリップ２００の第１の締結部２２１を締め込むことができる。グリップ位置決め穴部１
１２には、カメラ１００の底面に取り付けられた延長グリップ２００の回転位置決めピン
２１２が挿入される。これにより、延長グリップ２００のカメラ本体１００に対する位置
決めがなされる。
【００３８】
　ユーザは、図５に示すようにカメラ１００に対してその底面側（－ｙ方向）から延長グ
リップ２００を近づけ、位置決めピン２１２をグリップ位置決め穴１１２に挿入する。そ
の後、締結部材２０２を締め付け方向に回転操作して第１の締結部２２０を三脚用雌ねじ
部１１３に締め込む。これにより、延長グリップ２００がカメラ１００の底面に取り付け
られる。
【００３９】
　次に、図６～図１０を用いて、延長グリップ２００におけるグリップ蓋部材２０３の開
閉操作について説明する。図６（ａ）は、図１に示した回動ロック部材２３４がロック位
置にある状態でのカメラ１００に取り付けられた延長グリップ２００の底面を示している
。図６（ｂ）は、図６（ａ）におけるＡＡ－ＡＡ断面を示すとともに、該断面のＢＢ部分
を拡大して示している。図７（ａ），（ｂ）はそれぞれ、つまみ部材２３６を起立させた
状態における延長グリップ２００とカメラ１００の側面および延長グリップ２００の底面
を示す。
【００４０】
　図８（ａ）は、回動ロック部材２３４がロック解除位置にある状態でのカメラ１００に
取り付けられた延長グリップ２００の底面を示している。図８（ｂ）は、図８（ａ）にお
けるＣＣ－ＣＣ断面を示すとともに、該断面のＤＤ部分を拡大して示している。図９（ａ
）は、グリップ蓋部材２０３が開位置にあるときの延長グリップ２００およびカメラ１０
０を示している。図９（ｂ）は、図９（ａ）の状態から電池１０４およびメディア１０５
を取り出するためにそれらの係止を解除した状態を示している。図１０（ａ），（ｂ）は
それぞれ、は、底面側および側面側から見た蓋カバー部材２３１と蓋ロック部２０５（回
動ロック部材２３４、台座２３５およびつまみ部材２３６）を示している。
【００４１】
　図６（ａ），（ｂ）において、回動ロック部材２３４はロック位置にあり、グリップ筐
体２０１に形成されているロック係止穴部２１６に係合している。このため、グリップ蓋
部材２０３は閉位置に係止されている。つまみ部材２３６は、つまみ軸２３７を中心とし
て蓋ベース部材２３０に対して格納される格納位置（図６（ａ），（ｂ））と起立した起
立位置（図７（ａ），（ｂ））との間で回動が可能である。
【００４２】
　ユーザが起立位置にあるつまみ部材２３６を図７（ｂ）に示すＲ方向に回転操作すると
、回動ロック部材２３４が、台座２３５と蓋ベース部材２３０に対して図８（ａ），（ｂ
）に示すロック解除位置まで回転する。図８（ｂ）に示すように、ロック解除位置にある
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回動ロック部材２３４はロック部係止穴部２１６から退避し、これによりグリップ蓋部材
２０３の閉位置での係止が解除される。閉位置での係止が解除されたグリップ蓋部材２０
３は、図９（ａ）に示すように、開きばね２３９の付勢力によって開位置まで回動される
。
【００４３】
　図９（ａ）の状態において、ユーザの指がカメラ１００内の電池室およびメディアスロ
ット内にそれぞれ収納された電池１０４およびメディア１０５にアクセスしてこれらを挿
抜することが可能となる。
【００４４】
　電池室に収納された電池１０４ は、＋ｚ方向にばね付勢されて電池保持位置に位置す
る電池保持部材１０６によって電池室内に保持されている。ユーザは指で電池保持部材１
０６を－ｚ方向に押して保持解除位置に移動させることで電池１０４を取り出すことがで
きる。また、メディアスロット内に収納されたメディア１０５は、ユーザが指でメディア
１０５をメディアスロットの奥方向に押し込むことで、メディアスロット内での保持が解
除され、取り出し可能となる。図９（ｂ）は、電池１０４およびメディア１０５の保持が
解除され、これらが電池室およびメディアスロット内のばねによって電池室およびメディ
アスロットから少し突出した状態を示している。
【００４５】
　この際、前述したようにグリップ筐体２０１に切り欠き部２０１ｂが設けられており、
切り欠き部２０１ｂの端から電池１０４およびメディア１０５までの距離が短くなってい
る。このため、開口部２０１ａを通してユーザの指が電池１０４およびメディア１０５に
届き易くなり、電池１０４およびメディア１０５を挿抜し易くなる。
【００４６】
　図１０（ａ），(ｂ)では、蓋ベース部材２３０の図示を省略している。蓋カバー２３１
の下面には、回動ロック部材２３４および台座２３５の回転中心周りに円弧状に延びて下
方に突出する凸部２５０が設けられている。図１０（ａ）には、回動ロック部材２３４が
ロック位置にあり、グリップ蓋部材２０３は閉位置に係止されている状態を示している。
図１０（ｂ）は、回動ロック部材２３４がロック解除位置にあり、グリップ蓋部材２０３
が開位置にある状態を示している。凸部２５０は、回動ロック部材２３４のロック位置か
らロック解除位置に向かって徐々にその高さが増加し、ロック解除位置ではΔＨの高さを
有する。ロック解除位置にある回動ロック部材２３４と４と凸部２５０との間に摩擦力が
発生しており、該摩擦力によって回動ロック部材２３４が不用意にロック位置に向かって
回転することを防止している。
【００４７】
　次に、図１１～図１４を用いて、筐体カバー２１０の押圧部２３２とストッパ部２３３
について説明する。図１１（ａ）は、グリップ蓋部材２０３が閉位置にある状態の延長グ
リップ２００とこれが取り付けられたカメラ１００の背面を示している。図１１（ｂ）は
、図１１（ａ）に示したカメラ１００（および延長グリップ２００）の上面を示し、図１
１（ｃ）は図１１（ｂ）におけるＥＥ－ＥＥ断面を示すとともに該断面におけるＦＦ部を
拡大して示している。図１２（ａ）は、グリップ蓋部材２０３が閉位置から少し開いた状
態の延長グリップ２００とこれが取り付けられたカメラ１００の背面を示している。図１
２（ｂ）は、図１２（ａ）に示したカメラ１００（および延長グリップ２００）の上面を
示し、図１２（ｃ）は図１２（ｂ）におけるＧＧ－ＧＧ断面を示すとともに該断面におけ
るＨＨ部を拡大して示している。
【００４８】
　図１１（ｃ）に示すように、カメラ１００の内部には、電気回路基板１０７が配置され
ている。電気回路基板１０７における電池室の近傍には、電池装填検出スイッチ（電池装
填検出部材）１０８が設けられている。この電池装填検出スイッチ１０８は、レバー部１
０８ａを有し、図４（ａ）に示したようにカメラ１００にカメラ蓋部材１１０が取り付け
られているときは該カメラ蓋部材１１０に設けられた押圧部によってレバー部１０８ａが
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押されることでＯＮになる。電池装填検出スイッチ１０８がＯＮになると、電気回路基板
１０７に実装されたＣＰＵやＭＰＵ等のカメラコントローラ（図示せず）はカメラ１００
に電池が装填（電池室に収納されて蓋部材が閉じられたこと）を検出し、電池からカメラ
１００内の各部への電源供給を開始させる。
【００４９】
　図１１（ｃ）に示すように、カメラ蓋部材１１０が取り外されたカメラ１００に延長グ
リップ２００が取り付けられた状態では、閉位置に閉じたグリップ蓋部材２０３の蓋カバ
ー２３１に設けられた押圧部２３２が電池装填検出スイッチ１０８のレバー部１０８ａを
押圧する。これにより、電池装填検出スイッチ１０８による電池装填検出がＯＮになる。
【００５０】
　また、図１２（ｃ）に示すように、グリップ蓋部材２０３が閉位置から開くと、押圧部
２３２が電池装填検出スイッチ１０８のレバー部１０８ａから離れるので、電池装填検出
スイッチ１０８による電池装填検出はＯＦＦとなる。
【００５１】
　このように、グリップ蓋部材２０３は、カメラ蓋部材１１０が有する押圧部に代わる押
圧部２３２を有し、電池装填検出スイッチ１０８による電池装填検出をＯＮ／ＯＦＦさせ
ることができる。
【００５２】
　また、閉位置にあるグリップ蓋部材２０３が外力によってさらに閉方向（＋ｙ方向）に
押されると、押圧部２３２が電池装填検出スイッチ１０８のレバー部１０８ａを押圧しす
ぎて、電池装填検出スイッチ１０８が故障するおそれがある。一方、グリップ蓋部材２０
３が閉位置にあるにもかかわらず押圧部２３２が十分にレバー部１０８ａを押圧していな
いと、電池装填検出スイッチ１０８による電池装填検出が正常に行われない。このため、
本実施例では、押圧部２３２の±ｙ方向の位置を、カメラ蓋部材１１０の押圧部と等しく
なるように設定している。
【００５３】
　図１３（ａ）は、グリップ蓋部材２０３が閉位置にある状態の延長グリップ２００およ
び（これが取り付けられたカメラ１００）の底面を示している。図１３（ｂ）は、図１３
（ａ）におけるＪＪ－ＪＪ断面を示すとともに該断面におけるＫＫ部を拡大して示してい
る。図１４（ａ）は、グリップ蓋部材２０３が開位置にある状態の延長グリップ２００お
よび（これが取り付けられたカメラ１００）の底面を示している。図１４（ｂ）は、図１
４（ａ）におけるＬＬ－ＬＬ断面を示すとともに該断面におけるＭＭ部を拡大して示して
いる。
【００５４】
　図１３（ｂ）に示すように、カメラ１００の電池室に設けられた電池保持部材１０６は
、電池保持位置において電池室内に収納された電池１０４の端面に係合して電池１０４を
電池室内に保持している。閉位置にあるグリップ蓋部材２０３の蓋カバー２３１に設けら
れたストッパ部２３３は、電池保持部材１０６の－ｚ側の面に当接することで電池保持部
材１０６の－ｚ方向（保持解除位置）への移動、すなわち電池１０４の保持の解除を制限
する。これにより、延長グリップ２００が取り付けられたカメラ１００に衝撃が加わった
際に電池保持部材１０６が電池保持位置から保持解除位置に変位して電池１０４が電池室
内から出ることが防止される。
【００５５】
　図１４（ｂ）に示すように、グリップ蓋部材２０３が開位置にある状態では、ストッパ
部２３３は電池保持部材１０６から離れるため、電池保持部材１０６は電池保持位置から
－ｚ方向に移動可能となる。ユーザが指で電池保持部材１０６を－ｚ方向に押して保持解
除位置に移動させることで電池１０４の保持が解除され、電池１０４をカメラ１００から
取り出すことができる。
【００５６】
　このように、本実施例の延長グリップ２００は、カメラ蓋部材１１０と同様に電池装填
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検出スイッチ１０８をＯＮする機能と電池保持部材１０６の移動を制限する機能とを有す
るグリップ蓋部材２０３を備えている。
【００５７】
　なお、押圧部２３２およびストッパ部２３３は、蓋カバー２３１ではなく、蓋ベース部
材２３０に設けられてもよい。
【００５８】
　以上説明したように、本実施例の延長グリップ２００は、グリップ延長部２０４を有す
ることで、手の大きなユーザに対するカメラ１００のホールド性を向上させることができ
る。しかも、延長グリップ２００は、カメラ蓋部材１１０と同様の機能を有するグリップ
蓋部材２０３を備えているため、延長グリップ２００がカメラ１００に取り付けられた状
態のままユーザに電池１０４やメディア１０５を容易に挿抜させることができる。
【００５９】
　続いて、図１５を用いて、本実施例の延長グリップ２００に落下衝撃対策用に設けられ
た凸部２１５について説明する。図１５（ａ）は、延長グリップ２００が取り付けられた
カメラ１００の背面を示している。図１５（ｂ）は、図１５（ａ）におけるＮＮ－ＮＮ断
面を示すとともに、該断面におけるＰＰ部を拡大して示している。
【００６０】
　図１５（ａ），（ｂ）に示すように、グリップ筐体２０１の背面部には、そこから後方
（＋ｚ方向）に突出するように凸部（突起部）２１５が設けられている。凸部２１５は、
グリップ筐体２０１とグリップ蓋部材２０３との間の割り線３００の近傍にて、カメラ１
００の背面側の外装部材１２０の底面側の端部である下端部の外面に対向（または当接）
するように設けられている。
【００６１】
　図１５（ａ）において、実線で囲んで示すカメラ１００の背面グリップ部１０２は、カ
メラ１００をユーザが手でホールドする際に、手の一部が掛かる領域である。カメラ１０
０における背面グリップ部１０２の両側には、ユーザがカメラ１００に対して動作の指示
を与えるためのスイッチやダイヤル等のカメラ操作部材１０３が設けられている。
【００６２】
　延長グリップ２００が取り付けられたカメラ１００が－ｙ方向に落下して延長グリップ
２００が地面や床に衝突した際に、その衝撃によってグリップ筐体２０１と蓋部材２０３
が撓み、延長グリップ２００がカメラ１００の外装部材の内側に潜り込むおそれがある。
特に本実施例のように、グリップ蓋部材２０３とグリップ筐体２０１との間の割り線３０
０が延長グリップ２００の底面ではなく背面に設けられていると、グリップ蓋部材２０３
がカメラ１００の内部に潜り込むおそれがある。グリップ蓋部材２０３がカメラ１００の
内部に潜り込むと、グリップ蓋部材２０３に設けられた押圧部２３２と電池装填検出スイ
ッチ１０８のレバー部１０８ａのｚ方向での位置が逆転する。そして、グリップ蓋部材２
０３の撓みが戻るときに、押圧部２３２がレバー部１０８ａを破損させるおそれがある。
【００６３】
　本実施例では、延長グリップ２００にこれをカメラ１００の内部に潜り込ませるような
衝撃や外力が加わると、グリップ筐体２０１の凸部２１５がカメラ１００の外装部材１２
０の下端部の外面に当接する。これにより、延長グリップ２００のカメラ１００の内部へ
の潜り込みを防止することができる。
【００６４】
　図１５（ａ）に示すように、カメラ１００の背面グリップ部１０２は、±ｙ方向に延び
るＧ１線とカメラ操作部材１０３の間において±ｙ方向に対して斜めに延びるＧ２線とに
沿った領域に設定されている。凸部２１５は、Ｇ１線上やＧ２線上ではない位置であって
カメラ操作部材１０３と重ならない、つまりはカメラ１００をホールドしたユーザの手に
よるカメラ操作部材１０３の操作を妨げない位置に設けられている。
【００６５】
　さらに、カメラ１００には、カメラ本体に対して±ｙ方向に延びる開閉軸回りで回動し
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て開閉可能なバリアングルモニタ（可動背面モニタ）１０９が設けられている。バリアン
グルモニタ１０９は、開いた状態で±ｘ方向に延びる軸回りで回転することも可能である
。
【００６６】
　凸部２１５は、バリアングルモニタ１０９の開閉を妨げないように、カメラ本体に対し
て閉じた状態のバリアングルモニタ１０９の開閉軸側とは反対側の端部より外側（＋ｘ方
向）、言い換えればバリアングルモニタ１０９の可動域外に設けられている。
【００６７】
　以上説明したように、本実施例の延長グリップ２００は、衝撃が加わった場合でもカメ
ラ１００に損傷を与えない構成を有する。
【００６８】
　以上説明した各実施例は代表的な例にすぎず、本発明の実施に際しては、各実施例に対
して種々の変形や変更が可能である。
【符号の説明】
【００６９】
１００　カメラ
１０４　電池
２００　延長グリップ
２０２　締結部材
２０３　グリップ蓋部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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